
不正の通報に係る調査等対応フロー（概要） 
平成27年3月24日 

通報者 被通報者 NIMS 配分機関等 

通報 通報の受付 

受理/不受理の決定 

予備調査 
（予備調査委員会設置） 

本調査の要否の決定 
（調査委員会設置） 

本調査の開始 

認定 

対応措置の実施 

（不正使用があった場合） 

公表 

調査結果の確定 

（委員会構成員等に対する） 

異議申立て 

本調査の要否を報告 

決定の通知 

30日以内 

異議申立てへの対応 

本調査を実施する旨・委員会構成員の通知 

本調査を実施しない旨の通知 

30日以内 

7日以内 

調査方針等について協議 

調査中の措置の実施 

現地調査等 

進捗状況の中間報告 

150日以内 

調査結果の通知 

不服申立て 

10日以内 

不服申立ての受付・審査 

不服申立てがあった旨の通知 

不服申立てがあった旨の報告 

再調査の要否の決定 

再調査の実施 

再調査の要否を通知 

再調査の要否を報告 

50日以内（悪意の申立てについては30日以内） 

再調査結果の通知 

再調査結果の報告 

最終報告書の提出 

210日 
以内 


